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○伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合管理者及び会計管理

者の職務を代理する職員を定める規則 

平成27年４月１日    

規則第３号    

 （管理者の職務代理者） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という｡）第292条において

準用する法第152条第２項の規定による管理者の職務を代理する職員は、事務局

長の職にある者とする。 

２ 法第292条において準用する法第152条第３項の規定による管理者の職務を代理

する上席の職員は、係長の職にある者とする。ただし、係長が２人以上あるとき

は、年齢の高い者（年齢の同じ者が２人以上あるときは、その者の中からくじに

より定めた者）を上席とする。 

 （会計管理者の職務代理者） 

第２条 法第292条において準用する法第170条第３項の規定による会計管理者の職

務を代理する職員は、事務局長の職にある者とする。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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